
 

「（仮称）北九州市の地域福祉 2021～2025（素案）」の市民意見 

提出手続（パブリックコメント）の実施結果及び最終案について 

 

 

 標記計画について、これまで保健福祉委員会にて策定過程を報告させていただいており、

今回、市民意見提出手続を終了したので、その結果と最終案について報告するもの。 

 

１ 計画の位置づけ 

  社会福祉法で規定された計画。地域における高齢者・障害者・子ども等の各分野別計

画の基盤となるもの。住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく 

 「地域共生社会」の実現に向けて、地域で暮らし活動するすべての人々が地域において

取り組むべき基本的事項を定めるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画期間 令和３年度～令和７年度（５年間） 

 

３ 策定経過 

Ｒ元年１２月～Ｒ２年１月 地域福祉に関する市民意識調査 

Ｒ２年５月２０日 市民意識調査の結果について、保健福祉委員会報告 

Ｒ２年７月～ 北九州市地域福祉策定懇話会において、計画素案の検討 

Ｒ２年１２月８日 計画素案について、保健福祉委員会報告 

Ｒ２年１２月１８日 

  ～Ｒ３年１月１８日 
計画素案に関するパブリックコメントの実施 

Ｒ３年２月２５日 
パブリックコメントを受けて、地域福祉計画策定懇話会に

おいて、最終案の検討 

Ｒ３年３月２４日 
パブリックコメントの実施結果及び最終案について、 

保健福祉委員会報告 
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【意見募集期間】 

  令和２年１２月１８日（金）～令和３年１月１８日（月） 

 

【意見提出状況】 

 （１）提 出 者  １６人・団体 

（２）提出意見数  ２７件 

（３）提出意見の内訳（計画の掲載箇所別） 

分 類 名 件 数 

計画全般に関わるもの ４ 

第１章 「北九州市の地域福祉」の策定にあたって １ 

第２章 地域を取り巻く現状 ２ 

第４章 「北九州市の地域福祉 2021～2025」の基本的な考え方 ２ 

第５章 基本目標ごとの取組み ２ 

基本目標 1 支え合いの気持ちを育もう ３ 

基本目標 2 支え合いの輪を広げよう ７ 

基本目標 3 支え合いの輪につなげよう ４ 

第６章 計画の進捗状況の把握と評価 ２ 

合  計 ２７ 

 

 

【計画への反映状況】 

項  目 件 数 

計画に掲載済み、または計画期間中に実施予定 １６ 

追加・修正あり ７ 

追加・修正なし ４ 

その他 ０ 

合  計 ２７ 

 

パブリックコメントの実施結果 
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「（仮称）北九州市の地域福祉 2021～2025」（素案）に対する意見と市の考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 計画全般に係るもの 

 

1 

計画の実施について、ふわっとし

た内容だと「誰がやるんだろう、誰

かがやるからいいんじゃないかな」

という気持ちになっていると思う

ので、具体的にだれがどのように進

めていくか、細かいところまで詰め

たほうが、自分のことを言われてい

るのかなと行動に移しやすいと思

う。 

3 

 この計画は、福祉分野のいわゆる「上

位計画」として位置づけ、個別の施策

や事業は各分野別の計画において定め

ることとしています。そのため、支え

る側、支えられる側に分かれるのでは

なく、地域で活動するすべての人が役

割を持ち、誰もが支え合う共生社会の

実現に向けて取り組む方向性、考え方

を中心に記載しています。なお、具体

的な取り組むべき内容については、各

分野の個別計画に示していくこととし

ています。 

③ 

2 

計画の実現にあたって、地域の人

といわれてもみんなが自分自身を

地域の人と思ってない。自分たちの

ことと認識してもらうのが大きな

課題だと思う。 

2 

 計画の策定後は、計画書を市民セン

ターなどに配布するとともに、内容を

わかりやすくまとめた概要版のリーフ

レットを作成し、出前講演や研修など

様々な機会を活用して計画の広報・啓

発に努め、市民への周知を図っていき

たいと考えています。 

 また、協議体（校区の作戦会議）を

はじめ、地域の課題を住民が主体とな

って解決していくための取組みを促進

します。 

① 

3 

「プロボノ」や「ヤングケアラー」

などわかりにくい言葉があるので、

説明や注釈が必要だと思う。 

3 

 ご指摘いただいた箇所を含め、専門

的な用語については説明や注釈を追加

しました。 

② 

 

 【意見の反映結果】 

① 計画に掲載済、または計画期間中に 

実施予定 

② 計画の追加・修正あり 

③ 計画の追加・修正なし 

④ その他 

 【意見の分類】 

 １ 計画の趣旨や内容に対する賛意や共感を示す意見 

 ２ 計画の今後の進め方等に対する考えを述べた意見  

 ３ 計画の内容や表現に対して追加や修正を求める 

意見 

 ４ その他の意見 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 4 

これからの日本社会は外国人の

割合が増えていくと思う。「国籍を

問わず」という表現が 2 か所くら

いはあるが、もっと外国人も地域コ

ミュニティの一員であるという記

述が必要だと思う。 

3 

ご指摘のとおり、本市においても地

域で多くの外国人が暮らしています。

よって、第４章「北九州市の地域福祉

2021～2025」の基本的な考え方」

の３「基本理念と基本目標」の中で、

地域に暮らしている人の中に「外国人」

を追加しました。 

 また、第６章「計画の進捗状況の把

握と評価」の中で、「北九州市国際政策

推進大綱 2016」と連携し、外国人市

民の地域社会への参加の促進や、多文

化共生の地域づくりの担い手の育成・

支援などについて取り組むことを記載

しました。  

② 

 第１章 「北九州市の地域福祉」の策定にあたって 

 

5 

 第 1 章で「地域福祉活動計画の

取組みと緊密な連携を図る」と書

いているが、具体的にどう連携す

るのか記載されていない。 

3 

 第 6 章「計画の進捗状況の把握と

評価」、２「評価の考え方と指標」の

項目で、北九州市地域福祉活動第六次

計画についての概要と本計画との協働

について記載しました。 

② 

 第２章 地域を取り巻く現状 

 

6 

 P.5 の図表 2-3 の子どもの出生

率、出生数の推移のメモリが、数

値と整合していないのではない

か。 

3 

 ご指摘いただいたグラフにつきまし

ては、数値とメモリのずれがありまし

たので修正いたしました。 

② 

7 

 P.9 で家族相互の支え合い機能

が低下していると言っておきなが

ら、「家族同士の支え合いや助け合

いは生活の基礎であり…」の記述

は必要なのか。家族内での自助を

強制されるようで適切とは思えな

い。 

3 

 ご指摘いただいた箇所につきまして

は家族内の自助を強制するものではな

く、地域での支え合いとともに、家族

での支え合いも大切なものであると考

えております。そこで、以下のとおり

表現を見直しました。 

「このような変化に伴って、家族相

互の支え合いの機能が低下していると

いわれていることから、地域における

支え合いがこれまで以上に重要となっ

ています。また、たとえ離れていたと

しても親子や兄弟姉妹などとの関係を

改めて大切にし、家族同士の支え合い

の関係性を築くことも大切と考えられ

ます。」 

② 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 第４章 「北九州市の地域福祉 2021～2025.」の基本的な考え方 

 

8 

 地域は個人のことだけでなく、

企業や団体様々なことを含めてと

いうことであれば、社会の意識が

変わることが大事だと思う。困っ

ている当事者が自分や家族で頑張

らなくてはと思うだけでなく、周

りを頼っていけるように意識を変

えるため、何ができるかというと

ころを考えられたらいい。 

2 

 ご指摘の点は本市としても重要で

あると考えており、支援を必要とす

る人が、周囲から孤立し、様々な制

度やサービス、見守りにつながらな

い状態に陥ることがないよう、本市

が実施している地域住民、民間企

業、地域活動団体や行政などが一体

となって、地域全体で「見つける・

つなげる・見守る」ための「いのち

をつなぐネットワーク」について、

充実と強化を推進します。 

① 

9 

 本市は約９４万人の人口を抱

え、たくさんのまちがあり、五市

合併の歴史的経緯なども含め、そ

れぞれの「まち」にそれぞれの特

徴があるので、本市の地域共生社

会のまちづくりは、地域の特性に

根差したものにならざるを得ない

し、根差したものでなければ良い

「まち」にならないと思う。 

 地域福祉において、地域の特性

を生かすためには、その地域の良

い調整役（コーディネーター）が

必要。各校区にコーディネーター

を配置するなどの大胆な施策を期

待する。 

2 

 ご指摘のとおり、地域によって、

地理的条件やそこに暮らす住民の年

齢層、資源や活動している団体など

が異なり、それぞれが抱える課題や

ニーズ、そして強みも異なっている

ため、この計画では基本理念を「地

域の特性を生かした地域共生のまち

づくり」としました。 

 また、地域によってさまざまな生

活課題があるため、本市では各区に

地域支援コーディネーターを配置

し、地域の特性にあわせて、地域の

困りごとなどを話し合う場である協

議体（校区の作戦会議）の支援や各

校区のボランティア活動を支援して

います。 

① 

 第５章 基本目標ごとの取組み 

 

10 

 ＩＣＴの活用について、何をど

のように使っていくのかというの

を具体的に決めたほうがいいので

はないか。 

3 

 ご指摘のとおり、これからの地域

福祉活動において、ＩＣＴの活用は

大変重要であると認識しておりま

す。よって、本計画でもＩＣＴの活

用について掲載しており、具体的に

は今後 それぞれの分野におきまし

て、ＩＣＴの活用について検討して

いきます。 

① 

11 

 地域での支え合いについて、具

体的な事例がもっとあるといいと

思う。 

3 

地域での支え合いに取り組んでい

るところも多くあり、「地域での活動

報告」として、いくつかの事例を追

加しました。 

② 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 基本目標１ 支え合いの気持ちを育もう 

 

12 

 大学では地域貢献ということ

で、市民センターの勉強をした

り、ボランティアするなど地域

に出ていこうとしているので、

そこをしっかりとらえて、地域

の中で大学生が学び、ボランテ

ィアの良さを知っていただきた

い。学生たちにどう情報を提供

していくかが課題。 

 例えば、高齢者のスマホ活用

には大学生を活用するといいと

思う。 

2 

 ご指摘のとおり、大学などの教育機

関も地域の一員であると考えており、

大学生をはじめ、活動を始めたい人を

後押しする環境づくりを進めていきま

す。 

 また、情報提供については、自分の

住む地域でどんな活動が行われている

のか、活動を始めるための支援等、 

ＩＣＴ等の活用を含めた、わかりやす

い方策を検討します。 

 いただいたご意見は今後の取組みを

推進する中でも参考とさせていただき

ます。 

① 

13 

 支えていく人の育成や地域づ

くりについて、福祉の職場も後

任者がいない状況なので、福祉

や支え合うことの大切さややり

がいを、学校教育に取り込んで

教えていく必要があると感じて

いる。 

2 

 学校教育の中では、授業において、

道徳科の内容項目「主として人との関

わりに関すること」の中の「親切、思

いやり」や「主として集団や社会との

関わりに関すること」の中の「社会参

画・公共の精神」の教材で学んでいま

す。今後も、この学習内容を、確実に

実施していきたいと考えています。 

① 

 

14 

 「見守りが必要になったとき

に誰に見守ってほしいか」の問

いに対して 8 割以上が「家族・

親族」と答えているが、これは

自助・共助・公助のうち自助の

みを強調し、自己責任を過度に

求める日本社会の風潮がそう答

えさせていると言えないか。 

そうであるなら、「家族・親族」

という回答の割合を減らすため

に何を盛り込むべきかという視

点で本計画を書いていくべき。 

3 

 ご指摘いただいた調査内容につきま

しては複数回答となっています。その

ため、本計画では「家族・親族」の回

答の割合を減らすことではなく、それ

以外の回答の割合もともに増えること

を目指し、地域にいるすべての人々が

支え合う「地域共生のまちづくり」を

基本理念とし、その実現のためにそれ

ぞれが地域の一員として目指すことを

記載しています。 

 なお、調査内容について複数回答と

なっているものについて、その旨を記

載しました。 

③ 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 基本目標２ 支え合いの輪を広げよう 

 

15 

 地域のメンバーをつなぐ方法

や誰がつなぐのかがハードルが

高い。自分の地域も少しずつ仲

間が増えているが、地域共生を

目指して進んでいくかといわれ

ると物足りない。各地域のメン

バーの意識づくりをどうしてい

くか、実際的な活動の中で考え

ていくことが必要だと思う。 

2 

 ご指摘のとおり、地域の課題を住民

が主体的に解決するためには、住民が

積極的に参加・発言できるような場を

つくり、そして、より効果的に進める

ためには、多くの方に地域づくりにつ

いて関心を持ってもらうこと、また、

中心となって調整をする人材の存在も

大切だと考えています。 

 そのため、広報や啓発を行うととも

に、研修や講座を通じて、地域共生の

まちづくりを推進する人材の養成に努

めます。 

① 

16 

 地域の居場所としては、不登

校の子どもたちの居場所、養護

施設を退所した後の集いの場、

若くして社会人になった子ども

たちの集いの場、若く親になっ

た親子たちの見守り、社会復帰

を目指すひきこもりや摂食障

害、犯罪歴のある少年たち、発

達障害や様々な障害、経済的な

ハンディをもっている子どもた

ちにも居場所が必要である。 

2 

 ご指摘のとおり、地域の居場所につ

いては、地域ぐるみで支え合うことの

できるネットワークの充実・強化が重

要と考えており、高齢者、障害のある

人、子ども、保護者、学生、ボランテ

ィアなど年齢や属性に関わらず、日常

的に地域の人々がふれあう機会や居場

所をつくることが必要と考えていま

す。 

 現在も多くの居場所が地域で活動し

ていますが、さらに地域の人が気軽に

参加できる地域交流の場や居場所の充

実を図るため、今後、いのちをつなぐ

ネットワーク推進会議に、カフェやサ

ロンの運営者や施設関係者が交流する

「（仮称）地域交流・居場所部会」を

設置し、地域の交流・居場所づくりを

支援したいと考えています。 

 いただいたご意見は今後の取組みを

推進する中でも参考とさせていただき

ます。 

① 

 

17 

 居場所不足は顕著。継続的に

ずっとそこにある居場所として

維持ができるような小さな活動

助成金やネットワーク組織を作

っていく必要がある。 

2 ① 

 

18 

 地域支援コーディネーターは

市内にどれくらいいて、どんな

実績が出ているのか。今後、必

要性があれば人数を増やすとか

そういったことも考えてもいい

と思う。 

4 

 地域支援コーディネーターは、現

在、市内に１６人配置しており、地域

の課題を地域で解決できるよう取組み

の支援を行っています。 

 例えば、助け合いの活動が進まない

地域では、地域で困っていることにつ

いてアンケートを取るなどのアドバイ

スを行い、困りごとの解決のための計

画づくりのサポートなどを行っていま

す。 

① 

7



 
 

 

No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 

19 

 第５章の基本目標２の「日常的

に地域の人が交流できる場所や機

会をつくる」にあるように、子ど

もから高齢者まで様々な人々がつ

ながりを作る機会の確保は重要。

このような活動の拠点として「市

民センター」が大変重要であると

考えるため、若者が気軽に通いや

すくするためにも、ICT が注目さ

れている今、Wifi などのネット環

境の整備も進めてもらえると助か

る。 

2 

 市民センターは、災害発生時の避

難所における防災情報の入手等が容

易に行えるよう、平成２９年より

Kitakyushu-City Free Wi-Fi の設

置を行っています。この Free Wi-Fi

は、平常時にも利用できますが、ご

指摘のとおり、市民センターにおい

て幅広い年齢層の交流や若者の利用

を促進するため、今後とも市民セン

ターのネット環境の充実に努めま

す。 

③ 

 

20 

 いろんな団体や機関が活動して

いるが、情報を共有できていない

ために支援からこぼれている人た

ちがいるのではないか。 

それぞれ頑張っていることで自己

完結しているかもしれない。それ

を破っていかないと新しい考え方

の人とも一緒にやっていけない

し、連携が難しい。共有しながら

一緒に検討するような場、そして

そこでコーディネートや調整をす

る人、つなぐ人が必要だと思う。 

2 

 ご指摘のとおり、近年の複合化・

複雑化している課題に速やかに対応

するためには、地域住民や地域で活

動しているボランティアやＮＰＯ等

の団体、民間事業者、学校、行政な

どの間での連携が不可欠です。 

 各区の「保健・医療・福祉・地域

連携推進協議会」の活動の支援をは

じめ、地域の関係機関・団体の連携

の強化を進めていきます。 

① 

 

21 

 避難行動支援のための個別計画

について、自分の地域ではこれま

で個別計画を立てたことはない。

町内会内部では、役所からの丸投

げで何も対策や指導はないという

意見が出ていた。地域で計画を立

てるのが理想だが、どこが軸にな

って立てるのかが難しい。 

そこで、市が個別計画を指導した

地域はあるのか。あればどのよう

に指導したのか、内容を教えてほ

しい。 

4 

 避難行動要支援者避難支援事業

は、国においても取り組みを促進し

ております。避難支援等関係者の皆

様には、できる支援から行っていた

だけるようお願いしているところで

す。 

 ご意見を頂きました個別計画につ

いては、自治会を中心に、民生委員

や社会福祉協議会の協力を得ながら

策定をしていただくことで、地域に

おける支援体制の構築を進めており

ます。 

 地域の皆様には、各区役所総務企

画課の担当者が地域で行われる会議

等に参加し、策定方法等について、

ご説明をしております。 

① 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 基本目標３ 支え合いの輪につなげよう 

 

22 

 コロナ禍で新たな生活困窮、

新しい形の生活困窮が生まれる

と思うので、いままでにない相

談対応が必要になってくる。包

括的な支援は改正社会福祉法の

重要課題、具体化していくには

組織の縦割りを打破が重要であ

る。役所内で調整を頑張ってほ

しい。 

2 

 ご指摘のとおり、市民が抱える課

題は複合化・複雑化しており、国は

重層的支援体制整備事業の実施を進

めています。 

 本市では平成 20 年から行政が出

前主義で地域に出向き、支援を必要

とする人が社会的に孤立することが

ないよう見守り、必要な支援につな

げていく「いのちをつなぐネットワ

ーク事業」を行っており、このよう

な既存の仕組みを活かして、包括的

な相談支援体制づくりを進めたいと

考えています。 

 さらに、重層的な支援体制の整備

に向けて、関係機関等の連携により

潜在的なニーズを抱える人に対し

て、必要に応じてアウトリーチによ

る継続的な支援などの仕組みづくり

を進めていくこととします。 

 いただいたご意見は、この計画を

推進していく中で参考とさせていた

だきます。 

① 

23 

 今までも地域包括ケアシステ

ムの充実等行ってきたが、市民

の方が抱える課題や問題が非常

に複雑で複合的に絡み合ってい

るため、分野ごとでは対応がで

きていない。だからこそ国は、

来年度、重層的支援体制整備事

業の実施を予定している。 

 重層的な支援体制を組むにあ

たっても、縦割りで人を見な

い、属性で人を見ないという対

応ができるネットワークがすで

に北九州市にあると思う。企

業、ボランティアなど協力して

くれる方々がもっと増えて、予

防的なところの発展的な仕組み

もできればいいと思う。 

2 ① 

 

24 

 新型コロナの影響で、住まい

をなくす人が多いと聞いた。住

まいについての支援に関する記

載はないのか。 

3 

ご指摘のとおり、住まいへの支援

は重要であり、本市でも関係部署が

連携して支援に取り組んでいるとこ

ろです。    

第 5 章の基本目標３「支え合いの

輪につなげよう」の「制度の狭間に

ある人や地域で孤立している人など

に支援が届く体制をつくる」の項目

に、「住宅セーフティネット機能の

充実」について記載しました。 

また、第 6 章「計画の進捗状況の把

握と評価」の２「評価の考え方と指

標」に北九州市住生活基本計画につ

いての概要と本計画との協働につい

て記載しました。 

② 
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No 意見の概要 分類 市の考え方 
反映 

結果 

 

25 

 新型コロナ感染症の拡大によ

り、福岡県でも緊急事態宣言が

出され、経済の影響は大変大き

なものになると思う。離職者や

お金に困る人が多いと思われる

ため、このような生活困窮者に

対する支援の在り方について記

したほうが良いのではないか。 

3 

本市では、新型コロナ感染症によ

り、生活が困窮した方はもちろん、生

活困窮者に対しての相談支援を実施し

ており、今後もこの仕組みをいかして

さらに包括的な相談支援体制づくりを

進めていく予定です。    

さらに、この計画では、身近な地域

のことを誰もが自分自身のこととして

考え、地域の人々が主体となって解決

できるよう、住民主体の取組みを中心

に記載しており、新型コロナ感染症に

ついては、ポストコロナ時代における

「支え合い」として記載しています。 

① 

 第６章 計画の進捗状況の把握と評価 

 

26 

 SDGs との関係が最後に書

かれているが、付け足した感じ

が否めない。 

 SDGs の取り組みを推進す

る北九州市が作る計画なのだか

ら、SDGs との関連を中心に

据えて本計画を書いていくべ

き。例えば、本計画の各目標が

SDGs のどの目標と関係して

いるかが分かるよう、本文のそ

れぞれの箇所に関係する

SDGs の目標のアイコンを記

載してはどうか。 

3 

 地域福祉計画は、社会福祉法に基づ

き、地域共生社会の実現に向けた地域

福祉の推進する計画となっています。 

 このような地域共生社会を目指す地

域福祉計画では、計画全体が 

SDGｓの多くの目標と重なるため、一

体的に掲載しています。 

 なお、ご指摘のとおりこの計画は 

SDGｓを推進することを示すため、第

４章に５「「北九州市 SDGｓ未来都市

計画」との関係」として掲載すること

としました。    

① 

 

27 

 計画を立てる際、評価のとこ

ろがとても大事。子どもの分野

をの評価について、「子育てを

支える人がいる割合」と「子育

てに対して相談できる人がいる

割合」をあげていて高い数値ば

かりだが、実態としては家族と

か親戚がほとんど。この指標だ

け見たら、子育て中の方は支え

てくれる人がいることになるの

で、ほかの指標はないか。 

3 

 ご指摘の指標については、「元気発

進！子どもプラン（第３次計画）」【R2

～6 年度】に掲載された指標の中か

ら、地域に最も関わりのあるものを選

んで掲載しています。 

 ご指摘のとおり、この二つの指標

は、ともに高い水準にありますが、視

点を変えれば、支えてくれる人・相談

できる人がいない人も、一定割合存在

するということでもあります。 

 家族や親戚に頼ることができず孤立

している方々や、普段支えてくれる人

を頼ることができない場合などの支援

にしっかり取り組んでいくことが、地

域や公的な機関等の役割であると考

え、今後の施策の展開を検討していき

たいと考えています。 

③ 
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素案の修正箇所について 

 

 

 

１ パブリックコメントによる修正 

 

修正１ 

 

【意見の概要】（市民意見 ３ページ No.３） 

「プロボノ」や「ヤングケアラー」などわかりにくい言葉があるので、説明や注釈が

必要だと思う。 

 

【修正内容】 

御意見を踏まえ、38 ページの「プロボノ」、46 ページの「8050 問題」、「ヤングケア

ラー」等について、注釈などを追記。 

 

最終案 38 ページ イメージ図中 

プロボノ…仕事で培ったスキルや専門知識を生かしたボランティア活動 

   

最終案 46 ページ ページ下 

8050 問題…80代の親と引きこもり状態にある 50代の子どもが同居する世帯

が抱える様々な問題 

 

ヤングケアラー…本来、大人が担うような家族やきょうだいの世話を行って

いる 18 歳未満の子ども 

 

 

修正２ 

 

【意見の概要】（市民意見 ４ページ No.４） 

これからの日本社会は外国人の割合が増えていくと思う。「国籍を問わず」という表

現が２か所くらいはあるが、もっと外国人も地域コミュニティの一員であるという記

述が必要だと思う。 
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【修正内容】 

第４章「北九州市の地域福祉 2021～2025」の基本的な考え方」の３「基本理念と基

本目標」の中で、地域に暮らしている人の中に「外国人」を追加。 

また、第６章「計画の進捗状況の把握と評価」の中で、「北九州市国際政策推進大綱

2016」と連携し、外国人市民の地域社会への参加の促進や、多文化共生の地域づくり

の担い手の育成・支援などについて取り組むことを記載。 

 

最終案 18 ページ  

 地域には、高齢の人、障害のある人、介護が必要な人、子育て中の人、 

外国人、健康に不安を抱える人など、様々な人が暮らしています。 

 

最終案 57 ページ  

■北九州市国際政策推進大綱 2016  

●本市の海外との交流に関する分野および外国人市民に関する分野につい

て、方向性を定めた大綱です。 

 基本方針に「多様性が力となる多文化共生の推進」を掲げ、多様な文化や

言語を背景とした外国人市民も、安全で安心して暮らせるようなまちづくり

を進めるとともに、地域の担い手となって活躍できるような施策を推進しま

す。 

●地域福祉の推進について、外国人市民の地域社会への参加の促進や、多文

化共生の地域づくりの担い手の育成・支援などについて連携した取組みを行

います。 

 

 

修正３ 

 

【意見の概要】（市民意見 ４ページ No.５） 

第１章で「地域福祉活動計画の取組みと緊密な連携を図る」と書いているが、具体

的にどう連携するのか記載されていない。 

 

【修正内容】 

第６章「計画の進捗状況の把握と評価」、２「評価の考え方と指標」の項目で、北九

州市地域福祉活動第六次計画についての概要と本計画との協働について記載 
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最終案 58 ページ 

■北九州市地域福祉活動第六次計画 2021 年度～ 2025 年度 

（令和 3 年度～ 7 年度） 

※社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会が策定 

●この計画は、行政と社会福祉協議会が一体となって本市の地域福祉を進め

ていくために、「北九州市の地域福祉 2021 ～ 2025」（北九州市地域福祉計画）

と整合を図りながら、校（地）区社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会、

NPO・ボランティア団体のほか、社会福祉法人や企業、保健・医療・教育な

どの関係機関などが協働し、「みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづ

くり」の実現をめざすものです。 

●計画の推進主体は、北九州市社会福祉協議会が中心となって、地域住民の

主体的な参加のもと、構成団体をはじめ地域福祉に関係のある機関・団体と

協働しながら計画的に進めます。 

 

＜参考＞ 

北九州市地域福祉活動第六次計画 

【基本理念】 

 『みんなが安心して暮らせる支え合いのまちづくり』 

【基本目標】 

 ■基本目標Ⅰ 福祉の風土を広げ、地域の困りごとに気付く力を高めよう 

        ～見守りのしくみの充実～ 

 ■基本目標Ⅱ 住民、関係機関・団体のネットワークで、困りごとを話し

合おう 

        ～話し合いのしくみの充実～ 

 ■基本目標Ⅲ 一人ひとりの困りごとを助け合おう 

        ～助け合いのしくみの充実～ 

     

 

修正４ 

 

【意見の概要】（市民意見 ４ページ No.６） 

P.5 の図表 2-3 の子どもの出生率、出生数の推移のメモリが、数値と整合していない

のではないか。 

 

【修正内容】 

  ご指摘いただいたグラフにつきましては、数値とメモリのずれがあったため修正。 
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修正５ 

 

【意見の概要】（市民意見 ４ページ No.７） 

９ページで家族相互の支え合い機能が低下していると言っておきながら、「家族同士

の支え合いや助け合いは生活の基礎であり…」の記述は必要なのか。家族内での自助

を強制されるようで適切とは思えない。 

 

【修正内容】 

  ご意見を踏まえ、地域での支え合いとともに、家族での支え合いも大切なものであ

る旨の表現に修正。 

 

最終案 ９ページ 

このような変化に伴って、家族相互の支え合いの機能は低下しているとい

われていることから、地域における支え合いがこれまで以上に重要となって

います。 

また、たとえ離れていたとしても親子や兄弟姉妹などとの関係を改めて大

切にし、家族同士の支え合いの関係性を築くことも大切と考えられます。 

 

 

修正６ 

 

【意見の概要】（市民意見 ５ページ No.11） 

地域での支え合いについて、具体的な事例がもっとあるといいと思う。 

 

【修正内容】 

  地域での支え合いに取り組んでいるところも多くあるため、「地域での活動報告」と

して、いくつかの事例を追加。 

 

最終案 24 ページ 

■ウェルクラブ活動の一例 

ある地区では、「生き方のデザイン研究所」から講師を招き、視覚に障害

のある人が普段どんなことで困っているのか、困っているときにどのように

サポートできるのかなどについて、当事者から話を聞いたり、わかりやすく

解説している「どこでも・だれでも・気軽にサポート book」をもとにグルー

プで話し合いを行いました。 

また、盲導犬とユーザーから補助犬のしごとや私たちに協力できることな

どを学び、適切な接し方などを実践することができました。 
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最終案 30 ページ 

■子ども食堂 

 子ども食堂（令和 2 年 12 月末現在・市内 33 箇所）は、食事の提供だけ

でなく、子どもや大人がコミュニケーションを図りながら、安心して楽しく

過ごすことのできる居場所として、地域団体等が中心となり開催していま

す。 

 

最終案 34 ページ 

■パトランキタキュー 

 「パトラン（＝パトロールランニング）」は、地域をランニングして見回

ることで、安全で暮らしやすいまちにする取り組みのことで、ランニングと

いう「趣味」を「地域貢献」に活かそうというものです。 

 ・ 安全・安心 ～ 地域の防犯効果 

 ・ 健康 ～ 住民の健康ライフ 

 ・ ふれあい ～ 地域コミュニティの再興 

の 3 つを目的として、定期的にゆっくりとしたスピードでまちをパトロール

しながらランニング（ジョギング）しつつ、すれ違う住民の方々には積極的

に声掛けし、明るく地域とふれあいながら元気に走っています。 

 

■非行防止キャンペーン 

 ある校区では、安心安全なまちづくりをモットーに、三世代がふれあうま

ちづくりを目指しています。その一環として、校区内の心身ともに健やかな

青少年の健全育成のため、校区内の町内会、学校関係（小・中学校、各 PTA、

スポーツ少年団）、各団体が協力して、年に 7 回パトロールを実施していま

す。 

 

 

修正７ 

 

【意見の概要】（市民意見 ９ページ No.24） 

新型コロナの影響で、住まいをなくす人が多いと聞いた。住まいについての支援に

関する記載はないのか。 

 

【修正内容】 

  ご意見を踏まえ、「住宅セーフティネット機能の充実」及び「北九州市住生活基本計

画」についての概要と本計画との協働について記載。 
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最終案 46、47 ページ 

【実現に向けた取組み】 

◆住宅セーフティネット機能の充実 

 高齢者、障害のある人、子育て世帯、外国人などの住宅確保要配慮者が、

世帯の状況に応じた住宅を円滑に確保できるよう、市営住宅の適切なマネジ

メント、公的賃貸住宅との連携、民間賃貸住宅を活用した居住支援などによ

り、住宅セーフティネット機能の充実を図ります。 

 

【主な取組み】 

●北九州市居住支援協議会 

 住宅確保要配慮に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフ

ティネット法）に基づき、地方公共団体、不動産関係団体、居住支援団体等

が連携して、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人に対し、民間賃貸

住宅の円滑な入居の促進に関して情報の提供等の必要な措置について協議

します。 

 

最終案 57 ページ 

■北九州市住生活基本計画（第 2 期） 平成 30 年～ 令和 9 年 

●本市の住まいを取り巻く環境の変化に的確に対応するために、住宅や居住

環境といったハード整備とソフト施策に総合的に取り組み、「市民の住生活

の質」の更なる向上を目指す計画です。 

 「住生活」とは、いわゆる国民生活の三要素である「衣食住」の「住」に

係るもので、住宅そのものだけでなく、自然災害に対する安全性やコミュニ

ティの形成など地域における住環境の形成、交通サービスや福祉サービスな

どの居住サービスを含んでいます。 

●多様化する住宅確保要配慮者への対応は重要であり、公共と民間が役割分

担や連携しながら、ハード・ソフトの両面から居住の安定確保を進める必要

があることから、「居住支援協議会と民間賃貸住宅を活用した住宅セーフテ

ィネット機能の強化」を重点テーマとして位置づけています。 

●地域福祉の推進について、住宅セーフティネット機能の充実に向けて連携

した取組みを行います。 
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２ その他 

 

   46 ページ「地域住民の複合・複雑な課題に対応するための、包括的な相談支援の体

制をつくる」の「包括的な相談支援体制づくり」についてのイメージ図、及び「制度

の狭間にある人や地域で孤立している人などに支援が届く体制をつくる」の「参加支

援」「地域づくり」について追加の説明を 49、50 ページに記載。 

   また、参考として、国の考える重層的支援体制整備事業の全体像を記載。 
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